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第３章 

第３章 計画の基本的な考え方 
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将来像 

心やすらぎ 未来へはばたく 笑顔のまち 大田区 

１ 基本理念 

◆区がめざす姿 

区では、令和６（2024）年３月に区政運営の最も基本となる考え方をまとめた「大田

区基本構想」を策定しました。この基本構想では、「地域力を高める」、「多様な個性が輝

く」、「豊かなまちを未来へつなげる」という基本構想全体を貫く３つの基本理念を掲げ、

この基本理念のもとに、令和 22（2040）年ごろの区のめざすべき将来像として「心やす

らぎ 未来へはばたく 笑顔のまち 大田区」を定めています。 

また、将来像を実現するためのまちの姿として、４つの基本目標を定めました。令和

７（2025）年３月には基本構想で掲げた将来像を実現することを目的として「大田区基

本計画」を策定しました。この基本計画では４つの基本目標を実現するために、具体的

にどのような取組を行うかを示した施策を設定しています。その中の基本目標２「文化

を伝え育み 誰もが笑顔でいきいき暮らすまち」の施策２-２「本人の意思に寄り添う権

利擁護の推進」、施策２-５「人々の相互理解と交流の促進」は本プランと関連が深い項

目となっています。 

 

【大田区基本計画 体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本理念  
1 

基本目標１ 

未来を創り出すこ

どもたちが夢と希

望をもって健やか

に育つまち 

基本目標４ 

安全・安心で活気

とやすらぎのある

快適なまち 

基本目標２ 

文 化 を 伝 え 育 み 

誰もが笑顔でいき

いき暮らすまち 

基本目標３ 

豊かな環境と産業

の活力で持続的に

発展するまち 

２－１ 高齢者一人ひとりが充実した暮らしを送るための環境の整備 

２－２ 本人の意思に寄り添う権利擁護の推進 

２－３ 障がいの有無等にかかわらず、安心して暮らせる支援の充実 

２－４ 人や地域とのつながりでお互いに支えあう体制づくり 

２－５ 人々の相互理解と交流の促進 

２－６ 地域全体での健康づくりの推進と地域医療の充実 

２－７ スポーツの楽しさが広がる環境の整備 

２－８ 心ときめく豊かな地域をつくる 文化資源の創造と継承 

２－９ 生涯にわたる学びの支援 

２－２ 本人の意思に寄り添う権利擁護の推進 

２－５ 人々の相互理解と交流の促進 
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◆区がめざす男女共同参画社会 

本プランの策定にあたっては、これまでの第８期プランにおける基本理念を継承しつ

つ、区の基本構想がめざす将来像の実現に向けて、広く区民に浸透するプランとするた

め、以下のような基本理念を掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

すべての人が性別にかかわらず、お互いを尊重し、個性と能力を発揮できる社会の実

現は、持続可能な地域づくりの基盤です。固定的性別役割分担意識にとらわれず、多様

な生き方や価値観を認め合う男女共同参画社会の実現をめざして、取組を推進していく

ことが重要です。 

男女共同参画に向けた取組や女性の社会参画が着実に進む一方で、固定的性別役割分

担意識や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）による格差や差別、家庭・職

場・地域等における暴力やハラスメント、貧困や孤立など様々な困難を抱える女性の課

題も依然として存在しています。また、ＤＶや性暴力の根絶は、誰もが安心して暮らせ

る社会の前提であり、早期発見と切れ目のない支援体制が不可欠です。 

本プランでは、こうした現状を踏まえ、固定的性別役割分担意識の解消、女性の活躍

推進、困難を抱える女性への支援、暴力のない社会の実現といった視点を重視しつつ、

地域に根差した男女共同参画に向けて各施策を推進します。区民や区職員をはじめ、各

事業者や様々な活動団体など、多様な人材がそれぞれの分野で個性と能力を発揮するこ

とで活気ある地域を形成し、連携してまちづくりにつなげていきます。 

この基本理念に基づき、すべての人の人権が尊重され、一人ひとりが自分らしく輝く

ことのできる男女共同参画社会をめざします。 

   

  

基本理念 

 誰もがお互いを尊重し 自分らしく輝けるまち 大田区 

～地域みんなで男女共同参画のまちづくり～ 
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２ 計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画の体系  
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